
大和市告示第８４号 

大和市予防接種費用の助成に関する要綱の一部を改正する要綱を次のように定める。 

平成２６年４月２４日 

                      大和市長 大 木  哲   

 

大和市予防接種費用の助成に関する要綱の一部を改正する要綱 

大和市予防接種費用の助成に関する要綱（平成２２年大和市告示第６１号）の一部を次のように

改正する。 

第２条第１項第１号中「定期の」を「疾病に関する」に改め、同条第２項を削る。 

第４条中「、臨時予防接種及び行政措置予防接種」を「及び臨時予防接種」に改める。 

第７条中「いう。）」の次に「及び予防接種予診票（以下「予診票」という。）」を加える。 

第８条中「依頼書を委託外医療機関に」を「当該医療機関に依頼書及び予診票を」に改める。 

第９条中「接種後」を「助成を受けようとするときは、接種した日から起算して」に、「助成金

の申請をし」を「申請し」に改め、同条第１号中「（領収書）」を削り、同条第２号中「予防接種

予診票」を「予診票」に改める。 

第１０条第２項中「請求しなければならない」を「請求するものとする」に改める。 

別表第１限度額の欄を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

限度額 

７，６１４円 

７，４０８円 

６，００４円 

５，１９４円 

４，９４６円 

１２，８６２円 

１１，４５８円 

８，９７４円 

７，５７０円 

８，９７４円 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附 則 

 この要綱は、公表の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

７，５７０円 

９，４７１円 

８，０６７円 

７，２５７円 

１２，０８５円 

１０，６８１円 

９，８７１円 

１３，４５６円 

１２，０５２円 

１１，２４２円 

８，８４５円 

１２，１５０円 

１６，５２４円 

費用免除者 

４，５９０円 

費用免除者以外の者 

３，０９０円 


